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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非伸長性補強要素よりなる少なくとも１つの層で構成され、且つ各タイヤビードBにお
いてビードワイヤ（２）に固定された少なくとも１つのラジアルカーカス補強体（１）を
備え、該ラジアルカーカス補強体は、端部がビードの基部から半径方向距離HRNCのところ
に位置決めされた折返し部（１０）を備え、各ビードBが、少なくとも２つの追加の補強
体（６、７）、すなわち、上記カーカス補強体（１）の外側でカーカス補強体（１）を固
定するビードワイヤ（２）のまわりに巻きつけられて２つの部分（６０、６１）を形成し
ており、軸方向外側部分（６０）の半径方向上端部がビードの基部から距離HRNCの６５％
に少なくとも等しい距離HLE離れて半径方向に位置決めされているラジアル補強要素で構
成された少なくとも１つの第１補強体（６）、および、上記固定用ビードワイヤ（２）に
巻きつけられていない少なくとも１つの第２補強体（７）によって補強されているタイヤ
において、
　子午線方向断面で見て、第２の追加のビード補強体は周方向の金属補強要素よりなる少
なくとも１つの層（７）で構成されており、該周方向の金属補強要素は、周長がビードワ
イヤの中心軸線の周長より短い金属ケーブル部分またはケーブル束であることを特徴とす
るタイヤ。
【請求項２】
　第２補強体（７）は、折返しされていないカーカス補強体（１）の部分の軸方向外側に
配置されており、第２補強体（７）の半径方向上端部がラジアル補強要素の第１補強体の
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軸方向内側部分の半径方向上端部より回転軸線に近接しており、第２補強体（７）の半径
方向下端部がビードの基部に近接していることを特徴とする請求項１に記載のタイヤ。
【請求項３】
　第２補強体（７）は折返しされていないカーカス補強体（１）の部分の軸方向内側でカ
ーカス補強体の上記非折返し部分とラジアル要素の第１補強体（６）との間に配置されて
おり、第２補強体（７）の半径方向上端部がラジアル補強要素の軸方向内側部分の上端部
より回転軸線に近接しており、第２補強体（７）の半径方向下端部がビードの基部に近接
していることを特徴とする請求項１に記載のタイヤ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（技術分野）
本発明はラジアルカーカス補強体を備えたタイヤに関し、より詳細には、トラック、ロー
ドトラクタ、トレイラーなどのような車両に取り付けられるように設計されており、ビー
ドの耐久性を向上させる目的でビードの新しい補強構造を採用した「重負荷」タイヤに関
する。
【０００２】
（背景技術）
一般に、この種類のタイヤは各ビードにおいて折返し部を備えた少なくとも１つのビード
ワイヤに固定された金属ケーブルよりなる少なくとも１つの層で構成されたカーカス補強
体を備えている。カーカス補強体の半径方向上方には、互いに交差しており、且つ周方向
に対して１０°と４５°との間の角度をなしている金属ケーブルよりなる少なくとも２つ
の層よりなるクラウン補強体が設けられている。カーカス補強体の折返し部は一般に、周
方向に対してわずかな角度で配向された金属ケーブルよりなる少なくとも１つの層により
補強されている。
【０００３】
たった１つのビード補強層が存在する場合、この層は上端部をカーカス補強体の折返し部
の半径方向上端部の上または下にしてカーカス補強体の折返し部に沿って位置決めするこ
とができる。このような層の半径方向下端部に関しては、回転軸線と平行であって、１５
°±２°で傾斜されたリムシートに嵌合するように設計されたビードを有するタイヤの場
合、カーカス補強体の固定用ビードワイヤの子午線方向断面の重心をほぼ通っている線上
、或いは０°または５°で傾斜されたリムシートに取り付けられるように設計されたビー
ドを有するタイヤの場合、固定用ビードワイヤの子午線方向断面の重心と、カーカス補強
体の軸方向幅が最も広い個所との間に位置する個所を通って回転軸線と平行な線上に位置
決めされている。この第２の場合、ビード補強層は軸方向外側部分および軸方向内側部分
を有するようにビードのまわりに巻きつけられ、軸方向内側部分の半径方向上端部は一般
に軸方向外側部分の半径方向上端部の下方に位置決めされている。
【０００４】
公知の解決法の目的はカーカス補強体の折返し部の脱ラジアル化を回避すること、および
上記折返し部の端部と、ビードを覆い且つリムとの接触を確保する外側のゴム層とが受け
る半径方向および周方向変形を最小にすることである。
【０００５】
他の場合、金属補強層は、折返し部と同じ側または各側に軸方向に、或いは部分的に折返
し部に沿って且つ部分的にカーカス補強体に沿って位置決めされた、例えば織物製のいく
つかの層で置き換えられている。他の変更例は２つの補強層を各側で折返し部に沿って位
置決めし、第３層を半径方向外側でカーカス補強体に沿って位置決めすることよりなる。
【０００６】
また、折返し部が補強されないカーカス補強体に沿って２つの補強層を配置することによ
りタイヤビードの耐久性を向上することができる。
【０００７】
達成された進歩により、タイヤトレッドの摩耗に関していくつかの走行でより不利な点が
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少なくされたことにより、「重負荷」タイヤの寿命は、特に取り付けられるリムが達する
温度によりビードの温度がしばしば高くなる長期の走行が行われるタイヤにおけるビード
の耐久性を向上させることが可能である程になる。
【０００８】
フランス特許出願第RF2 730 190号によれば、上記向上は、軸方向外側および内側部分の
夫々の半径方向上端部が回転軸線と平行であって、上記回転軸線から最も遠いビードワイ
ヤの個所を通っている線の上方に位置決めされるようにカーカス補強体のロール巻き部分
の外側のビードワイヤのまわりに巻きつけられた周方向の金属要素で構成された少なくと
も１つの補強層がビードに存在することにより達成することができる。従って、公知のよ
うに、ラジアルワイヤまたはケーブルで構成されたカーカス補強体は（ビードワイヤとの
接触面の高さのところで）、本質的に周方向に配向で上記要素と周方向の金属要素よりな
る追加層との間に挿入されたワイヤ、ケーブル、リボンまたはロール巻きストリップの形
態で一般に金属製の本質的に周方向の要素で構成されている。従って、この構造によれば
、カーカス補強体が受ける引張力を吸収することができ、従って走行条件にかかわらず、
カーカス補強体の折返し部の端部のところの変形すべてを最小にする。
【０００９】
上記出願第RF2 730 190号はビードを補強する有利な変更例を述べており、この変更例で
は、周要素よりなる層の軸方向内側部分は半径方向の金属ケーブルよりなる補強層（９）
により覆われている。
【００１０】
　ラジアルカーカス補強体をもつタイヤでビードおよび側壁部の低い部分のより効果的な
剛性を得るために、仏国特許第１５９４７８０号は、カーカス補強体の主部分の軸線方向
外側且つ該カーガス補強体の軸線方向外側に位置するビード補強体が半径方向補強要素か
らなることを提案している。
　重車両用ラジアルタイヤのビードの耐久性を改善するために、欧州特許第０２０２９２
５号はまた、２つの追加のビード補強体、すなわち、金属要素からなる第１補強体、およ
び、中間方向に対して傾いた第２補強体であって、これらの補強体の半径方向端部の半径
方向位置が特定されている２つの追加の補強体の使用を提案している。
　本発明は、平坦型と呼ばれる種類、またはリムシートが５°で傾斜されている種類のリ
ムに嵌合されるように設計されたビードを有するタイヤ用の技術的および工業的に最適な
別の解決法を提案する。
【００１１】
　重い荷重を支持するように設計されたタイヤの耐久性を改善するために、本発明によれ
ば、非伸長性補強要素よりなる少なくとも１つの層で構成され、且つ各タイヤビードBに
おいてビードワイヤに固定された少なくとも１つのラジアルカーカス補強体を備え、該ラ
ジアルカーカス補強体は、端部がビードの基部から半径方向距離HRNCのところに位置決め
された折返し部を備え、各ビードBが、少なくとも２つの追加の補強体、すなわち、上記
カーカス補強体の外側でカーカス補強体を固定するビードワイヤのまわりに巻きつけられ
て２つの部分を形成しており、軸方向外側部分の半径方向上端部がビードの基部から距離
HRNCの６５％に少なくとも等しい距離HLE離れて半径方向に位置決めされているラジアル
補強要素で構成された少なくとも１つの第１補強体、および、上記固定用ビードワイヤに
巻きつけられていない少なくとも１つの第２補強体によって補強されているタイヤにおい
て、子午線方向断面で見て、第２の追加のビード補強体は周方向の金属補強要素よりなる
少なくとも１つの層で構成されており、該周方向の金属補強要素は、周長がビードワイヤ
の中心軸線の周長より短い金属ケーブル部分またはケーブル束であることを特徴とするタ
イヤが提供される。
【００１２】
補強要素はこれらがタイヤの周方向となす角度が８０°～１００°の範囲内であれば、半
径方向であると考えられる。
【００１３】
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用語「ビードワイヤに巻きつけられた補強体」は２つの部分、すなわち、それぞれの端部
が回転軸線と平行であって、固定用ビードワイヤの横断面の重心を通る線の上方に半径方
向に位置決めされている軸方向内側および外側部分を構成する補強体を意味している。
【００１４】
同様に、本発明の内容いおいて、１つまたはそれ以上の層よりなるビード補強体の一部の
半径方向上端部は、回転軸線から最も遠い補強体層の端部を意味するものと理解し、補強
体層は最大２０ｍｍの半径方向間隔範囲内に上端部を有することができる。同様に、ビー
ド補強体の半径方向下端部は回転軸線から最も近い層の下端部である。
【００１５】
半径方向の補強要素の第１補強体は有利には、軸方向内側部分の端部が回転軸線と平行で
あって、ビードワイヤの横断面の重心を通る線と、上記回転軸線と平行であって、カーカ
ス補強体が軸方向に最も幅広い個所を通る線との間に位置決めされる非弾性の金属ケーブ
ルよりなる単一層で構成されている。この場合、軸方向外側部分の半径方向上端部は好ま
しくは、ビードの基部からカーカス補強体の折返し部までの距離HRNCの６５％と９５％と
の間の半径方向距離をビードの基部から隔てて位置決めされている。
【００１６】
第２の追加のビード補強体は周方向の金属補強要素よりなる少なくとも１つの層で構成さ
れている。作成を容易にし且つそのコストを削減するには、周方向長さがビードワイヤの
中央軸線より短い金属ケーブルの部分または部分束を上記層用に補強要素として選択する
ことが有利である。
【００１７】
また、第２補強体は互いに平行であり、互いに横切っており、且つ半径方向下縁部で測定
して周方向と４５°の角度をなす補強要素よりなる２つの層で構成されてもよい。補強要
素は有利にはワイヤまたは織物ケーブルであり、第２補強体の上記構造は第１補強体が織
物補強要素よりなる場合に特に有利である。軸方向外側部分の端部は距離HRNCより大きい
半径方向の距離をビードの基部から隔てて位置決めされており、軸方向内側の端部は上記
基部まで上記距離より小さい距離を隔てている。
【００１８】
公知のように、第２補強体は互いに平行であって、周方向と５°と３０°との間の小さい
角度をなす金属ケーブルよりなる単一の層で構成されてもよい。
【００１９】
織物製であっても、金属であってもいずれにせよ、第２補強体はカーカス補強体の折返し
部の外側に半径方向に配置されてもよく、その場合、上記補強体の半径方向上端部は第１
ビード補強体の軸方向外側部分の端部より回転軸線に接近している。また、第２補強体は
折返し部の内側に半径方向に配置されてもよく、三角形のゴム部分の軸方向外壁部が固定
用ビードワイヤの外側に半径方向に位置決めされている。上記第２補強体は有利には、カ
ーカス補強体の折り返されていない部分の内側で軸方向または外側で軸方向に位置決めさ
れており、半径方向上端部は半径方向要素よりなる補強体の軸方向内側部分の上端部より
回転軸線に近接している。
【００２０】
第２補強体は、これがカーカス補強体の内側に軸方向に位置決めされている場合、好まし
くは、カーカス補強体の折り返されていない部分と半径方向補強要素の第１補強体との間
にある。
【００２１】
(発明を実施するための最良の形態)
図１に示すタイヤビードBは５°で傾斜されたリムシートを有するリムに取り付けられる
ようになっている１０．００－２０X型のものである。このビードはビードワイヤ（２）
により補強されている。上記ビードワイヤ（２）のまわりには、金属ケーブルの単一層よ
りなるカーカス補強体（１）が固定されている。固定はビードワイヤ（２）を覆うゴム混
合物層（２０）のまわりの折返し部（１０）により行われ、ビードの基部から折返し部（
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１０）の半径方向上端部まで距離HRNC離れており、上記基部は従来、回転軸線と平行であ
ってこの回転軸線に最も近いビードワイヤ（２）の個所を通っている線によって表されて
いる。サイズ１０．００－２０X型の例では、HRNCはリム上のタイヤの高さの０．２５倍
に等しく、上記高さは嵌合リムの公称直径の測定線から回転軸線から最も遠いタイヤ個所
までの半径方向距離であり、２７０ｍｍに等しい。カーカス補強体（１）とその折返し部
（１０）との間には、一般に高いショアー硬度を有するゴム混合物で製造された第１ビー
ドワイヤフィラー（３）がビードワイヤ（２）の半径方向上方に位置決めされており、上
記第１フィラー（３）はこれより低い硬度を有するゴム混合物で製造された第２フィラー
（４）により半径方向に延長されており、このフィラー（４）の半径方向上端部は本質的
にタイヤの軸方向幅の高さに位置決めされている。
【００２２】
カーカス層（１）の非折返し部の軸方向内側で、且つビードワイヤ（２）のまわりに折り
返した後、カーカス層（１）の折返し部（１０）の軸方向外側には、上記例では単一層（
６）よりなる第１ビード補強体が２つの部分、すなわち、軸方向内側部分（６１）および
軸方向外側部分（６０）を形成するように配置されている。２つの夫々の部分（６１）、
（６０）の半径方向上端部はビードの基部に対して８０ｍｍおよび５８ｍｍにそれぞれ等
しい高さHLI、HLEに位置決めされており、距離HLEは距離HRNCの８５％である。上記第１
補強体の層は周方向に対して９０°に配向されたケーブルの金属ワイヤで形成されている
。半径方向外側において、カーカス補強折返し部の両端部および補強層（６）の軸方向外
側部は一方の側で第２ビードワイヤフィラー（４）および層（６０）、（１０）の一部と
接触している充填体として知られている第３フィラーにより覆われている。ビード補強層
（６）の軸方向内側部分（６１）とカーカス層（１）の非折返し部分との間には、第２ビ
ード補強体（７）が配置されており、この第２ビード補強体（７）は上記例では、各層内
で互いに平行であり、且つ互いに交差した脂肪族ポリアミド製の２つの織物ケーブル層（
７１）、（７２）よりなり、これらの層は周方向と、加硫タイヤにおいて許容度、すなわ
ち、４５°±１．５度の範囲の角度内で層（７１）、（７２）の半径方向下縁部のところ
で測定して４５°の角度を成している。補強体（７）の半径方向上端部（これは従来、層
（７２）、すなわち、端部が回転軸線から最も遠い層の半径方向上端部とされていた）は
ビードの基部から５５ｍｍに等しい、すなわち、ビード補強層（６）の軸方向内側部分の
半径方向上端部の距離HLIの少なくとも３３％だけ短い距離HRSに位置決めされている。補
強体（７）の第２層（７１）の上端部は６ｍｍだけ層（７２）の端部より半径方向下方に
ある。２つの層（７１）、（７２）の半径方向下端部については、回転軸線から本質的に
同じ距離離れており、且つビードの基部からそれぞれ１１ｍｍ、８ｍｍに等しい距離、離
れており、すなわち、ビードの基部に非常に近接している。
【００２３】
上記第１ビード補強体の層（６）は織物材料、例えば、脂肪族ポリアミドで製造されたケ
ーブルで構成され、周方向に対して９０°に配向されている。また、層（６）は２つの部
分、すなわち、軸方向内側部分（６１）および軸方向外側部分（６０）を有している。こ
の場合、部分（６０）の半径方向上端部はビードの基部に対して７５ｍｍに等しい高さHL
Eに位置決めされている。
【００２４】
公知のように、ビードBのほとんどが保護ゴム混合物（８）により取り囲まれており、こ
の保護ゴム混合物（８）は軸方向内側では、通常の補強内部ゴム層（９）により外側で半
径方向に延長されており、その一方、軸方向外側では、側壁層（７）により外側で半径方
向に延長されている。
【００２５】
図２に示すビードの構造は、第２ビード補強体が先の例における２つの織物層の代わりに
金属要素の１つの層よりなるという点で上記の構造と異なっている。上記要素は層(７)内
で互いに平行であり、周方向にあり、すなわち、周方向と製造許容度、すなわち、範囲（
－１．５°±１．５°）内で０°に等しい角度αをなしている。これらの要素は非弾性金
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属ケーブルであってもよいが、タイヤの製造は有利には弾性ケーブルを補強要素として使
用することにより容易になり、更に、周長が補強体の周長の０．２倍と０．４倍との間で
あるケーブル部分またはケーブル束またはケーブル群を使用することにより容易になり。
何故なら、これによりビード補強体を未硬化のカーカス補強素材を製造するドラムに位置
決めすることができ、且つ大きな難点なしに上記タイヤ素材をトロイド状に形成すること
ができるからであり、上記の平均長さは上記製造ドラムへの位置決め後に測定される。切
り込み要素間の周方向隙間または切れ目は好ましくは互いに対して互い違いになっている
。また、第２補強体（７）の層の要素は周方向に対して例えば２２°でもよい小さい角度
をなしており、この場合、補強要素は非弾性ケーブルである。
【００２７】
カーカス補強体固定用ビードワイヤのまわりに巻きつけられたラジアル要素よりなる補強
体と、カーカス補強体のラジアル要素の脱ラジアル化を最小にする補強体とが組み合わせ
で存在することにより、特に層の端部のところでビードを構成するゴム混合物に影響する
応力が著しく減少されるだけではなく、カーカス補強ケーブルの耐疲労性が向上される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明によるタイヤビードの第１実施例の概略図である。
【図２】　ビードワイヤを編組し且つビードを薄くした本発明によるビードの第２実施例
の概略図である。

【図１】 【図２】
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